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議案第３１号 

 

   第２期東広島市子ども・子育て支援事業計画の変更について 

 

                      （こども未来部こども家庭課）  

 

１ 提案の理由 

  教育・保育給付認定等の状況を踏まえて、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み及び提供体制の確保の内容の見直しを行うことに伴い、第

２期東広島市子ども・子育て支援事業計画を変更しようとするものである。 

２ 変更の概要 

 (1) 教育・保育の「量の見込み」及び確保方策の見直し 

保育事業のうち、西条北部地区、西条南部地区及び河内地区について、令和

４年４月１日時点における保育需要の実績に応じて、量の見込みを変更すると

ともに、既存施設の定員の変更等を見込んで確保の内容を変更する。 

 (2) 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び確保方策の見直し 

  ア 利用者支援事業 

    相談窓口の増設予定数に応じて、量の見込み及び確保の内容を変更すると 

   ともに、事業の単位を施設数から事業数（施設数）に変更する。 

  イ 地域子育て支援拠点事業 

    新規に開設し、及び開設を予定している施設の利用見込数を考慮して、量 

   の見込み及び確保の内容を変更する。 

  ウ 養育支援訪問事業 

    令和３年度の実績を基準とし、出生数の見込み及び各年度の伸び率を考慮 

   して、量の見込み及び確保の内容を変更する。 

  エ 一時預かり事業 

   (ｱ) 保育所等における一時預かり事業 

     令和３年度における圏域ごとの利用実績に応じて、量の見込み及び確保 

    の内容を変更する。 

   (ｲ) 幼稚園における在園児を対象とした一時預かり事業 
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     令和３年度における圏域ごとの利用実績に応じて、量の見込み及び確保

    の内容を変更する。 

   (ｳ) 子育て援助活動支援事業 

     令和３年度の年齢別の利用実績を基準に、年度ごとの伸び率を考慮し 

    て、量の見込み及び確保の内容を変更する。 

  オ 延長保育事業 

    令和３年度の圏域ごとの利用実績に応じて、量の見込み及び確保の内容を

   変更する。 

  カ 放課後児童健全育成事業 

    寺西小学校区について、新規に開設を予定している施設の利用定員数に応

   じて、確保の内容を変更するとともに、志和及び河内小学校区について、学

   校の統合による利用人数の見込み及び定員数の変更に応じて、量の見込み及

   び確保の内容を変更する。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市議会基本条例 

第１４条 地方自治法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市

長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明

性の高い市政の運営に資するため、次に掲げるものとする。 

(2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画、施策事業等の策定お

よび変更に関わるもので別に定めるもの 
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議案第３２号 

 

   広島市と東広島市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更に関 

する協議について 

 

                          （総務部政策推進監）  

 

１ 提案の要旨 

  広島広域都市圏域の目指す将来像とその実現に向けた具体的な施策を示す広島

広域都市圏発展ビジョンに定められている地域包括ケアの推進に係る事業に参画

するため、広島市と東広島市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更に関

し、広島市と協議しようとするものである。 

２ 連携協約の変更年月日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２５２条の２ 

３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければな

らない。 

４ 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとすると

きは、前３項の例によりこれを行わなければならない。 
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議案第３３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （地域振興部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  柳国下モ原会館の建物を下モ原自治会に無償で譲渡しようとするものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積（㎡） 

東広島市黒瀬町宗近柳国１０１１８

番地７８ 

建物 木造平屋建て １３５.４９ 

３ 相手方 

  東広島市黒瀬町宗近柳国４３３番地２ 

  下モ原自治会 

  会長 大 林 賢 二 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第３４号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （地域振興部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  蚊無集会所の建物を蚊無地区自治会に無償で譲渡しようとするものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積（㎡） 

東広島市安芸津町三津４５４番地２ 建物 木造平屋建て ６８.４０ 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町三津４５４番地２ 

  蚊無地区自治会 

  会長 岡 谷 義 輝 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第３５号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

                     （地域振興部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  柳国下モ原会館を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土

地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものである。 

２ 無償で貸し付ける財産 

所  在 種別 地目 面積（㎡） 

東広島市黒瀬町宗近柳国字下モ原１０１１８番

７８ 

土地 宅地 ４４９.３６ 

３ 貸付期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

４ 相手方 

  東広島市黒瀬町宗近柳国４３３番地２ 

  下モ原自治会 

  会長 大 林 賢 二 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第３６号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

                     （地域振興部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  蚊無集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を

当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものである。 

２ 無償で貸し付ける財産 

所 在 種別 地目 面 積（㎡） 

東広島市安芸津町三津字

藤屋東４５４番２ 

土地 宅地 １３５.５３ 

（うち、本市の持分３３分の３１） 

３ 貸付期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

４ 相手方 

  東広島市安芸津町三津４５４番地２ 

  蚊無地区自治会 

  会長 岡 谷 義 輝 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第３７号 

 

   市道の路線の廃止について 

 

                          （建設部建設管理課）  

 

 提案の要旨 

 次の市道の路線を廃止しようとするものである。 

路 線 名 廃  止  の  理  由 

 原 中 央 線 
街路事業に伴い、路線の起点の変更を行うため、この路

線を廃止する必要がある。 

中 島 ３ ０ 号 線 
街路事業に伴い、路線の起点及び終点の変更を行うた

め、この路線を廃止する必要がある。 

丸 山 兼 沢 線 
街路事業に伴い、路線の起点及び終点並びに名称の変更

を行うため、この路線を廃止する必要がある。 

御 薗 宇 西 

２ ５ 号 線 

一般国道の改良に伴い、路線の起点及び終点の変更を行

うため、この路線を廃止する必要がある。 

西 条 １ １ 号 線 県道の改良に伴い、路線の起点の変更を行うため、この

路線を廃止する必要がある。 吉 行 ２ １ 号 線 

助 実 ２ ５ 号 線 
市道の改良に伴い、路線の起点の変更を行うため、この

路線を廃止する必要がある。 

上三永２７号線 
市道の改良に伴い、路線の終点の変更を行うため、この

路線を廃止する必要がある。 

助 実 ２ ３ 号 線 
市道の改良に伴い、路線の起点及び終点の変更を行うた

め、この路線を廃止する必要がある。 

土与丸上三永線 
市道の改良に伴い、路線の起点及び終点並びに名称の変

更を行うため、この路線を廃止する必要がある。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第８条 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 
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第１０条  

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道

の路線の廃止又は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は

前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用す

る。 
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議案第３８号 

 

   市道の路線の認定について 

 

                          （建設部建設管理課）  

 

提案の要旨 

一般交通の用に供するため、次の路線を市道として認定しようとするものであ

る。 

路 線 名 認  定  の  理  由 

広 島 大 学 線 
交通結節点の整備に伴い、管理引継を受けた路線を認定

し、一般交通の用に供する必要がある。 

 原 中 央 線 市道の路線の廃止に伴い、起点、終点、起点及び終点又

は起点及び終点並びに名称を変更した路線を市道として認

定し、一般交通の用に供する必要がある。 

中 島 ３ ０ 号 線 

兼 沢 楢 原 線 

御 薗 宇 西 

２ ５ 号 線 

西 条 １ １ 号 線 

吉 行 ２ １ 号 線 

助 実 ２ ５ 号 線 

助 実 ４ １ 号 線 

上三永２７号線 

助 実 ２ ３ 号 線 

上三永３９号線 

上 三 永 助 実 線 

土 与 丸 助 実 線 

 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第８条 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 
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議案第３９号 

 

   請負契約の変更について 

 

                   （教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 変更の理由 

  令和３年６月２４日議決第１０１号により議決を経た令和３年度小学校施設整

備事業ほか川上小学校グラウンド造成工事の請負契約について、工事の内容等の

一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更しようとするものであ

る。 

２ 変更の内容 

原契約金額 変更契約金額 増加額 

４億７,７５１万円 ５億１５７万８,０００円 ２,４０６万８,０００円 

３ 変更後の請負契約の内容 

 (1) 工事の場所 

   東広島市八本松飯田五丁目 

 (2) 契約の相手方 

   シンクコンストラクション・中村基礎特定建設工事共同企業体 

   代表構成員 東広島市西条土与丸一丁目５番５５号 

         シンクコンストラクション株式会社 

         代表取締役 正 路 隆 弘 

   構 成 員 東広島市福富町上竹仁字貞末２０７番地 

         株式会社中村基礎 

         代表取締役 鈴 木 寿 則 

 (3) 工期 

   令和３年６月２５日から令和５年６月３０日まで 
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 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第４０号 

 

東広島市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 

（総務部総務課）  

 

１ 制定の理由 

個人情報の保護に関する法律の一部改正により地方公共団体が同法の適用の対

象となることに伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、所要の規

定の整備を行おうとするものである。 

２ 条例の内容 

(1) 開示請求に係る手数料（第３条関係） 

ア 実施機関に対し開示請求をする者が納めなければならない手数料の額は、 

   東広島市手数料条例に定める額とする。ただし、次に掲げる場合には、手数 

   料を徴収しない。 

   (ｱ) 実施機関が開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定を 

    した場合 

   (ｲ) 開示請求者が閲覧の方法により開示を受ける場合 

   (ｳ) 開示請求者が電子情報処理組織を使用して開示請求を行い、当該電子情 

    報処理組織による交付を受ける場合 

イ 市長は、東広島市手数料条例の定めるところにより、アの手数料を減額

し、又は免除することができることとする。 

(2) 運用状況の公表（第４条関係） 

   市長は、毎年１回、実施機関における個人情報保護制度の運用の状況を取り 

  まとめ、公表するものとする。 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和５年４月１日 

(2) 東広島市個人情報保護条例の廃止 

東広島市個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）は、廃止する。 
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(3) 旧条例の廃止に伴う経過措置 

ア 個人情報の取扱いに従事していた者に係るその業務に関して知り得た個人

情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

義務については、なお従前の例による。 

イ 施行日前に旧条例請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情

報の開示、訂正若しくは利用停止又は旧条例請求に係る処分若しくはその不

作為についての審査請求については、なお従前の例による。 

ウ イの場合において、施行日以後に諮問するときは、審査請求に係る審査庁

は、東広島市個人情報保護審議会に代えて東広島市情報公開・個人情報保護

審査会に諮問するものとする。 

エ 施行日前に東広島市個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の

際当該諮問に対する答申がされていないものは東広島市情報公開・個人情報

保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について東広島市個人情報保護

審議会がした調査審議の手続は東広島市情報公開・個人情報保護審査会がし

た調査審議の手続とみなす。 

オ 東広島市個人情報保護審議会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。 

カ 個人情報の取扱いに従事していた者が、正当な理由がないのに、旧実施機

関の保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルで

あって、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した

ものを施行日以後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の

罰金に処する。 

キ 個人情報の取扱いに従事していた者が、その事務又は業務に関して知り得

た旧実施機関が保有していた保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三

者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

ク 旧条例の効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、

なお従前の例による。 
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（根拠法令） 

個人情報の保護に関する法律 

第８９条 

２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、

実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

第１０８条 この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利

用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反し

ない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。 
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議案第４１号 

 

東広島市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の制定について 

 

（総務部総務課）  

 

１ 制定の理由 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）の一部改正に伴い、東広

島市情報公開条例、法及び東広島市議会の個人情報の保護に関する条例の規定に

よる諮問に応じ、審査請求について調査審議する東広島市情報公開・個人情報保

護審査会（以下「審査会」という。）を設置するとともに、当該審査会の組織及

び運営に関し必要な事項を定めようとするものである。 

２ 条例の内容 

(1) 設置（第３条関係） 

東広島市情報公開条例、法及び東広島市議会の個人情報の保護に関する条例

の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、審査会を置

く。 

 (2) 組織（第４条関係） 

   審査会は、委員７人以内をもって組織する。 

 (3) 委員（第５条関係） 

委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、委員の任期は２

年とする。 

 (4) 会長（第６条関係） 

   審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

(5) 審査会の調査権限（第７条関係） 

ア 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個

人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に

対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができな

い。 

イ 諮問庁は、審査会からアによる求めがあったときは、これを拒んではなら
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ない。 

ウ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録され

ている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する

方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求め

ることができる。 

エ ア及びウに定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審

査請求人、参加人又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見書又

は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述さ

せ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

(6) 意見の陳述等（第８条関係） 

ア 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に

口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

イ 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができ

る。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたとき

は、その期間内にこれを提出しなければならない。 

 (7) 提出資料の写しの送付等（第９条関係） 

ア 審査会は、審査会の調査若しくは審査請求人等の意見の陳述において審査

請求人等から意見書若しくは資料の提出があったとき、又は行政不服審査法

の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料等の写

しを当該資料等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するもの

とする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他

正当な理由があるときは、この限りでない。 

イ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲

覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害

するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧を拒むことができない。 

 (8) 答申書の送付等（第１１条関係） 

   審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び

参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 
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(9) 罰則（第１４条関係） 

審査会の委員又は委員であった者が、職務上知ることができた秘密を漏らし

た場合は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和５年４月１日等 

 (2) 経過措置 

   審査会の委員の委嘱は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１３８条の４ 

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機

関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問

又は調査のための機関を置くことができる。－略－ 

 

行政不服審査法 

第８１条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりそ

の権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。 

４ 前３項に定めるもののほか、第１項又は第２項の機関の組織及び運営に関し必

要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例（－略－）で定める。 



‐１９‐ 

議案第４２号 

 

   東広島市水道事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定   

について 

 

                            （財務部財政課）  

 

１ 制定の理由 

  本市の区域内における水道施設の建設改良及びその企業債の償還に要する経費

の財源に充てるため、東広島市水道事業整備基金を設置し、その管理及び処分に

関し必要な事項を定めようとするものである。 

２ 条例の内容 

 (1) 基金の積立て（第２条関係） 

   基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。 

 (2) 基金の処分（第５条関係） 

   基金は、本市の区域内における水道施設の建設改良及びその企業債の償還に

要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することがで

きる。 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２４１条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のため

に財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設け

ることができる。 

８ 第２項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事

項は、条例でこれを定めなければならない。 
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議案第４３号 

 

   東広島市バス交通結節点設置及び管理条例の制定について 

 

                        （地域振興部地域政策課）  

 

１ 制定の理由 

 本市における交通機関の交通結節機能の強化を図り、利用者の利便の増進に資

することを目的として、東広島市バス交通結節点（以下「バス交通結節点」とい

う。）を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めようとするものである。 

２ 条例の内容 

 (1) 名称及び位置（第２条関係） 

バス交通結節点の名称は、下見・鏡山地区バス交通結節点（広大中央口）と

し、その位置は、東広島市鏡山一丁目３１２番４とする。 

 (2) 施設（第３条関係） 

   バス交通結節点に置く施設は、次のとおりとする。 

  ア 待合室 

イ 自転車駐車場 

 (3) 使用対象車両（第４条関係） 

  ア 自転車駐車場を使用することができる車両は、道路交通法第２条第１項第

１１号の２に規定する自転車（以下「自転車」という。）のみとする。 

イ アにかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、自転車以外の

車両に自転車駐車場を使用させることができる。 

 (4) 供用時間（第５条関係） 

  ア バス交通結節点の供用時間は、次の表のとおりとする。 

区 分 供用時間 

待合室 午前６時から午後１１時３０分まで 

自転車駐車場 午前零時から午後１２時まで 

  イ 市長は、特に必要があると認めるときは、アの表に掲げる供用時間を変更

   し、又は臨時にバス交通結節点の全部若しくは一部の供用を休止することが

   できる。 
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 (5) 使用料（第６条関係） 

   バス交通結節点の施設に係る使用料は、無料とする。 

 (6) 使用の制限（第７条関係） 

   市長は、次のいずれかに該当するときは、バス交通結節点の使用を制限する

ことができる。 

  ア 自転車駐車場を使用しようとする自転車の台数が、当該自転車駐車場の収

容台数を超えるとき。 

  イ アに掲げるもののほか、市長がバス交通結節点の管理運営上支障があると

認めるとき。 

 (7) 行為の禁止（第８条関係） 

   バス交通結節点においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

ア 施設若しくは備付物品又は他の自転車を汚損し、損傷し、又はそのおそれ

のある行為をすること。 

イ 他の自転車の駐車を妨げること。 

ウ 著しく騒音を発すること。 

エ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物を持ち込むこ

と。 

オ 喫煙し、又は火気を使用すること。 

カ 物品の販売及び宣伝その他の営利行為をすること。 

キ アからカまでに掲げるもののほか、バス交通結節点の管理運営上支障があ

ると認められる行為をすること。 

 (8) 放置自転車に対する措置（第１１条関係） 

  ア 市長は、自転車の放置により、バス交通結節点の管理運営上支障があると

   認めるときは、当該自転車の利用者等（当該自転車の利用者及び所有者をい

   う。以下同じ。）に対し、当該自転車を放置することのないよう指導するこ

   とができる。 

  イ 市長は、アの指導を行い、相当の期間が経過した後なお自転車が放置され 

   ていると認めるときは、あらかじめ市長が定めた場所に当該自転車を移動 

   し、及び保管することができる。 

 (9) 移動した自転車に対する措置（第１２条関係） 
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   市長は、自転車を移動したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車

  の利用者等を調査することその他当該自転車を返還するために必要な措置を講

  じなければならない。 

 (10) 費用の徴収（第１３条関係） 

  ア 市長は、自転車を移動し、及び保管したときは、その移動及び保管に要し

   た費用を当該利用者等から徴収することができる。 

  イ 徴収する費用の額は、当該自転車の移動及び保管に要した費用の範囲内に

おいて規則で定める額とする。 

  ウ 市長は、当該自転車の放置について盗難その他やむを得ない理由があると

   認めるときは、当該費用の全部又は一部を免除することができる。 

 (11) 引取りのない自転車に対する措置（第１４条関係） 

   市長は、返還するための措置を講じた自転車につき、(9)の告示の日から規

  則で定める期間を経過してもなお利用者等が当該自転車を引き取らない場合で

  あって当該自転車の保管に不相応な費用を要するときは、これを処分すること

  ができる。 

３ 施行期日 

  令和５年３月１８日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第４４号 

 

   東広島市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

                    （生活環境部人権男女共同参画課）  

 

１ 制定の理由 

  犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明

らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本的な事項を定め

ようとするものである。 

２ 条例の内容 

 (1) 基本理念（第３条関係） 

   犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとす

る。 

ア 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処

遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われること。 

イ 犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被

害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の

事情に応じ、適切に途切れることなく行われること。 

ウ 本市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して行わ

れること。 

(2) 市の責務（第４条関係） 

市は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯

罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 (3) 市民等の責務（第５条関係） 

   市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援

の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地

域社会において孤立させることのないよう努めるとともに、市が実施する犯罪

被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。 

 (4) 事業者の責務（第６条関係） 
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ア 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、二次

被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪

被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。 

イ 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の就労その他犯罪等による

被害に関し事業者に求められる手続等について十分配慮するよう努めるもの

とする。 

(5) 相談及び情報の提供等（第７条関係） 

   市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ

う、犯罪等により害を被ったことにより、犯罪被害者等が直面している様々な

問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連

絡調整を行うものとする。 

 (6) 日常生活等の支援（第８条関係） 

   市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ

う、次に掲げる施策を行うものとする。 

  ア 犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、一時金として、次に掲

げる種類の区分に応じ、それぞれに定める額の見舞金の支給を行うこと。 

   (ｱ) 遺族見舞金 ３０万円 

   (ｲ) 傷害見舞金 １０万円 

  イ 犯罪等の被害により日常生活を営むための支援を要する場合に、適切なサ

ービスが提供されるよう必要な支援を行うこと。 

  ウ 犯罪等により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復することがで

きるよう、関係機関等と連携し、必要な保健医療サービス及び福祉サービス

が提供されるよう必要な支援を行うこと。 

  エ 犯罪等又は二次被害により従前の住居に居住することが困難となった場合

において、居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮そ

の他必要な支援を行うこと。 

  オ 雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれて

いる状況について事業者の理解を深めるための機会の確保その他必要な支援

を行うこと。 

 (7) 啓発活動の推進（第９条関係） 
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   市は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害

の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について、市民

等及び事業者が理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うものと

する。 

 (8) 民間の団体等への支援（第１０条関係） 

   市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に

関係するものに対して、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な

支援を行うものとする。 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 

 



‐２６‐ 

議案第４５号 

 

   広島県水道広域連合企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整理 

   について 

 

 （水道局業務課）  

１ 提案の理由 

  広島県水道広域連合企業団への本市の水道事業の統合により、東広島市水道事

業を廃止することに伴い、関係条例について所要の規定の整理を行おうとするも

のである。 

２ 条例の内容 

 (1) 次に掲げる条例を廃止する。（第１条関係） 

ア 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

イ 東広島市水道事業の設置等に関する条例 

ウ 東広島市水道給水条例 

エ 東広島市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例 

(2) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（第２条関係） 

 広島県水道広域連合企業団に派遣する職員に対して支給する特殊勤務手当の

額を次のとおり定める。 

区    分 特殊勤務手当の額 

１２月２９日から翌年の１月３日までの

間に市長が定める業務に従事したとき。 

従事した日１日につき５,００

０円を超えない範囲において市

長が定める額 

事故等が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、非常招集により正規

の勤務時間の勤務以外の勤務として、市

長が定める業務に従事したとき。 

従事した回数１回につき２,０

００円を超えない範囲において

市長が定める額 

(3) 東広島市職員定数条例の一部改正（第３条関係） 

  水道局の廃止により、当該部局の職員が市長の事務部局に配置換えされるこ

とに伴い、市長の事務部局の職員の定数を次のとおり改定する。 

現 行 改 正 

１,１０１人 １,１４５人 
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(4) 次に掲げる条例における東広島市水道事業に関する規定について用語の整理

を行う。（第３条、第４条、第５条、第６条、第７条、第８条、第９条、第１

０条、第１１条、第１２条関係） 

 ア 東広島市職員定数条例 

 イ 東広島市特別会計条例 

ウ 東広島市公共下水道条例 

 エ 東広島市行政手続条例 

オ 東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例 

カ 東広島市安芸津港港湾施設管理条例 

キ 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

ク 東広島市債権管理条例 

ケ 東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

コ 東広島市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用 

に関する条例 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 

  ア 東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部改正に伴う経過措

置 

    施行日以後に申込みを受ける工事の設計審査及び工事検査に係る手数料に 

ついて適用する。 

  イ 東広島市安芸津港港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置 

    施行日以後の安芸津港の港湾施設の使用に係る使用料について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事
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務に関し、条例を制定することができる。 

第１７２条 前１１条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 

③ 第１項の職員の定数は、条例でこれを定める。－略－ 

第２０４条 

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（

－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒

冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特

別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣

手当（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

第２０９条 

２ 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入を

もつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合にお

いて、条例でこれを設置することができる。 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

 

 地方公務員法 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

 

 地方公営企業法 

第４条 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項

は、条例で定めなければならない。 
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第３８条 

４ 企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める。 

 

 水道法 

第１２条 水道事業者は、水道の布設工事（当該水道事業者が地方公共団体である

場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。）を

自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第

三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければな

らない。 

２ 前項の業務を行う者は、政令で定める資格（当該水道事業者が地方公共団体で

ある場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資

格）を有する者でなければならない。 

第１９条 

３ 水道技術管理者は、政令で定める資格（当該水道事業者が地方公共団体である

場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格）を

有する者でなければならない。 

 

 下水道法 

第２０条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用す

る者から使用料を徴収することができる。 

第２５条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設

置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条

例で定める。 
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議案第４６号 

 

東広島市情報公開条例の一部改正について 

 

（総務部総務課）  

 

１ 改正の理由 

公開決定等について審査請求があった場合における審査庁が諮問する審査会を

東広島市情報公開・個人情報保護審査会とするとともに、個人情報の保護に関す

る法律の一部改正に合わせて、所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 公開請求に対する決定等（第７条関係） 

公開請求書に形式上の不備があると認める場合において、公開請求者に対し

て補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、公開決定等の期間に算入し

ないこととする。 

(2) 審査会への諮問（第１８条関係） 

公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合におい

て、当該審査請求に係る審査庁が諮問しなければならない審査会を次のとおり

改める。 

現  行 改  正 

東広島市情報公開審査会 東広島市情報公開・個人情報保護審査会 

(3) 条例において使用している用語を整理する。 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和５年４月１日 

(2) 経過措置 

ア 施行前にされた公開請求に対する公開決定等又は公開請求に係る処分若し

くはその不作為についての審査請求については、なお従前の例による。 

イ 施行前にされた公開請求であって、施行後に諮問する場合において、諮問

しなければならない審査会は、東広島市情報公開・個人情報保護審査会とす
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る。 

ウ 施行前に東広島市情報公開審査会にされた諮問で当該諮問に対する答申が

されていないものは東広島市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問と

みなし、当該諮問について東広島市情報公開審査会がした調査審議の手続は

東広島市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。 

エ 東広島市情報公開審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない義務については、なお従前の例による。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 
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議案第４７号 

 

   東広島市職員定数条例の一部改正について 

 

（総務部職員課）  

 

１ 改正の要旨 

  職員の定年が段階的に引き上げられることを踏まえ、消防機関の新規採用職員

を継続的に確保することを目的として、次のとおり消防機関の職員の定数を改定

しようとするものである。 

現行 改正 

２９１人 ３０１人 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 消防組織法 

第１１条 

２ 消防職員の定員は、条例で定める。－略－ 
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議案第４８号 

 

   附属機関の設置に関する条例の一部改正について 

 

（総務部職員課）  

 

１ 改正の理由 

新たに附属機関を設置し、設置の必要がなくなる附属機関を廃止しようとする

ものである。 

２ 改正の内容 

(1) 附属機関の設置（別表関係） 

次の附属機関を新たに設置する。 

名  称 目  的 

東広島市プロポーザル

方式及び設計競技方式

事業者選定委員会 

本市が発注する物品の調達若しくは役務の提供

又は建設工事に関連する設計（設計と一体的に

建設工事を請け負わせる場合を含む。）に係る

業務のうち、プロポーザル方式又は設計競技方

式によって事業者又は設計案を選定するものに

ついて、それぞれの業務ごとに選定に関する事

項を審議すること。 

(2) 附属機関の廃止（別表関係） 

次に掲げる附属機関を廃止する。 

ア 東広島市ものづくり新事業展開支援事業補助金審査委員会 

イ 東広島市学校給食調理等業務委託事業者選定委員会 

ウ 東広島市救急業務総合支援システム整備事業者選定委員会 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和５年４月１日等 

(2) 準備行為 

東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会の委員の委嘱

又は任命のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても

行うことができる。  
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（根拠法令） 

 地方自治法 

第１３８条の４ 

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機

関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問

又は調査のための機関を置くことができる。－略－ 
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議案第４９号 

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部改正について 

 

（地域振興部地域づくり推進課）  

 

１ 改正の要旨 

  次に掲げる地域集会所を無償で譲渡すること等に伴い、当該地域集会所を廃止

しようとするものである。 

 (1) 上条会館 

 (2) 柳国下モ原会館 

  (3) 松崎コミュニティホーム 

 (4) 河戸天神コミュニティホーム 

 (5) 宇山コミュニティホーム 

 (6) 蚊無集会所 

(7) 地方集会所 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第５０号 

 

   東広島市地域センター条例の一部改正について 

 

                     （地域振興部地域づくり推進課）  

 

１ 改正の理由 

  下見福祉会館を廃止し、新たに東広島市三ツ城地域センターとして設置すると

ともに、旧西志和小学校の一部を東広島市西志和地域センターの一部として整備

することに伴い、これらの施設の使用料の額及び利用料金の限度額を定めようと

するものである。 

２ 改正の内容 

  東広島市三ツ城地域センター及び東広島市西志和地域センターの使用料の額（

利用料金を徴収する場合は、その限度額）を次のとおり定める。（別表第２関

係） 

施設名 室 名 
１時間までごとの額 

３時間までの部分 ３時間を超える部分 

東広島市三ツ城

地域センター 

ホール １,３５０円 １,２７０円 

調理実習室 ６７０円 ３９０円 

研修室１ ８８０円 ６３０円 

研修室２ ４１０円 ３９０円 

研修室３ ８８０円 ６３０円 

和室１ ４１０円 ３９０円 

和室２ ４１０円 ３９０円 

東広島市西志和

地域センター 

調理実習室 ６７０円 ３９０円 

研修室２ ４１０円 ３９０円 

研修室３ ８８０円 ６３０円 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和５年４月１日等 

 (2) 東広島市福祉センター設置及び管理条例の廃止 

   東広島市福祉センター設置及び管理条例（以下「旧条例」という。）は、廃

止する。 
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 (3) 旧条例の廃止に伴う経過措置 

   施行日前の使用に係る廃止前の旧条例の規定によりされた処分、手続その他

の行為は、なお従前の例による。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第５１号 

 

   東広島市印鑑条例の一部改正について 

 

                          （生活環境部市民課）  

 

１ 改正の要旨 

  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一

部改正により、移動端末設備用利用者証明用電子証明書が創設されたことに伴

い、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を使

用した多機能端末機による印鑑登録証明書の交付の申請を可能としようとするも

のである。 

２ 施行期日 

  令和５年５月３１日までの間において規則で定める日 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 
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議案第５２号 

 

   東広島市国民健康保険条例の一部改正について 

 

                        （健康福祉部国保年金課）  

 

１ 改正の理由 

  健康保険法施行令の一部改正により、出産育児一時金の額が引き上げられるこ

とに合わせて、国民健康保険の被保険者に支給する出産育児一時金の額の引上げ

を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

  出産育児一時金の額を次のように引き上げる。（第６条関係） 

現 行 改 正 

４０万８,０００円 ４８万８,０００円 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 

   施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 国民健康保険法 

第５８条 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約

の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の

給付を行うものとする。－略－ 
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議案第５３号 

 

   東広島市乳幼児等医療費支給条例の一部改正について 

 

                      （こども未来部こども家庭課）  

 

１ 改正の要旨 

  乳幼児等に係る医療費の負担を軽減することを目的として、通院等に係る乳幼

 児等医療費の支給対象となる乳幼児等の範囲を次のように拡大しようとするもの

 である。 

区分 現  行 改  正 

通院 
０歳から満１２歳に達する日以後

の最初の３月３１日まで 

０歳から満１５歳に達する日以後

の最初の３月３１日まで 

入院 
０歳から満１５歳に達する日以後

の最初の３月３１日まで 

０歳から満１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日まで 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和５年８月１日等 

 (2) 経過措置 

  ア 施行日以後の受給資格の認定について適用する。 

  イ 施行日以後に行われる医療等に係る乳幼児等医療費の給付について適用す

   る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

 務に関し、条例を制定することができる。 



‐４１‐ 

議案第５４号 

 

   東広島市保育所設置及び管理条例の一部改正について 

 

                         （こども未来部保育課）  

 

１ 改正の要旨 

  川上西部保育所及び川上東部保育所を廃止するとともに、子ども・子育て支援

法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものである。 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 

   施行日前に川上西部保育所及び川上東部保育所において保育された乳幼児に

係る保育料については、なお従前の例による。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第５５号 

 

   東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する    

   基準を定める条例及び東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関    

   する基準を定める条例の一部改正について 

 

                         （こども未来部保育課）  

 

１ 改正の要旨 

  児童福祉法の一部改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準における

懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除するとともに、学校教育法及び子

ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするもので

ある。 

２ 施行期日 

 (1) 懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除する規定 公布の日 

 (2) その他の規定 令和５年４月１日 

 

 

 

（根拠法令） 

 児童福祉法 

第３４条の１６ 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基

準を定めなければならない。－略－ 

 

 子ども・子育て支援法 

第３４条  

２ 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の

運営に関する基準に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育

又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含
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む。－略－）を提供しなければならない。 

第４６条 

２ 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に

関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。 
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議案第５６号 

 

   東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

   及び東広島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

   定める条例の一部改正について 

 

                         （こども未来部保育課）  

 

１ 改正の理由 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業所等及び放課後児

童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画の策定等、自動車を

運行する場合の所在の確認等に係る基準を定めようとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 安全計画の策定等（第１条、第２条関係） 

   家庭的保育事業者等及び放課後児童健全育成事業者（以下「事業者等」とい

う。）は、利用乳幼児及び利用者（以下「利用乳幼児等」という。）の安全の

確保を図るため、家庭的保育事業所等及び放課後児童健全育成事業所（以下「

事業所等」という。）ごとに、当該事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳

幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所等での生活その他の

日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他事業所等にお

ける安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定

し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 (2) 自動車を運行する場合の所在の確認（第１条、第２条関係） 

  ア 事業者等は、利用乳幼児等の事業所外での活動、取組等のための移動その 

   他の利用乳幼児等の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児等の 

   乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児等の所在を確実に把握するこ 

   とができる方法により、利用乳幼児等の所在を確認しなければならない。 

  イ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席 

   及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席 
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   以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用 

   乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に 

   運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落とし 

   を防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備え、これを用いて所在の 

   確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

 (3) 他の社会福祉施設等を合わせて設置するときの設備及び職員の基準（第１条

関係） 

   家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その

行う保育に支障がない場合に限り、保育室及び各事業所に特有の設備並びに乳

幼児の保育に直接従事する職員も含め、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の

設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼

ねることができる。 

 (4) 業務継続計画の策定等（第２条関係） 

   放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症及

び非常災害の発生時（以下「非常時」という。）において、利用者に対する支

援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るため

の計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

 (5) 衛生管理等（第１条、第２条関係） 

   事業者等は、事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いよう、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努

めなければならない。 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 

  ア 自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置 

    家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車にブザ 

   ー等を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、施 
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   行日から令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないこ 

   とができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に 

   代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 

  イ 安全計画の策定等に係る経過措置 

    放課後児童健全育成事業者における安全計画の策定等の規定については、 

   施行日から令和６年３月３１日までの間、努力義務とする。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 児童福祉法 

第３４条の８の２ 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、

条例で基準を定めなければならない。－略－ 

第３４条の１６ 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基

準を定めなければならない。－略－ 
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議案第５７号 

 

   東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例の一部改正について 

 

（産業部ブランド推進課）  

１ 改正の理由 

  東広島市地域公園の占用に係る使用料の額の改定に合わせて、東広島市道の駅

湖畔の里福富（以下「道の駅」という。）の占用に係る使用料の額を改定しよう

とするものである。 

２ 改正の内容 

  道の駅を占用する場合の使用料の額を次のとおり改定する。（別表第２関係） 

種 別 区 分 単 位 
使 用 料 

現 行 改 正 

電柱その他これに 

類するもの 

鉄筋コンクリ 

ート柱、木柱 

及び支線柱 

１本１年につき ６５０円 ７３０円 

その他 上空 １基１年につき ７６０円 ８５０円 

地上 １㎡１年につき ７６０円 ８５０円 

地下 １㎡１年につき ２３０円 ２６０円 

地下線類その他地 

下に設ける線類 

 １ｍ１年につき ２円 ３円 

アーチ及び標識類 アーチ １基１月につき ４８０円 ４３０円 

 その他の標識 １本１年につき ６１０円 ６８０円 

水道管、下水道 

管、ガス管その他 

これらに類するも 

の 

 １ｍ１年につき ２３０円 ２６０円 

公衆電話所  １個１年につき ７６０円 ８５０円 

郵便差出箱  １個１年につき ３２０円 ３６０円 

工事用詰所又は材 

料置場その他これ 

に類するもの 

 １㎡１月につき ９６円 ８７円 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 
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   施行日以後に許可を受ける道の駅の占用に係る使用料について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第５８号 

 

   東広島市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 

                          （建設部建設管理課）  

 

１ 改正の理由 

  道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料の額を改定するとともに、新たに

徴収する道路占用料を定めようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 次の占用物件に係る道路占用料の額を改定する。（別表関係） 

占 用 物 件 単 位 
道路占用料 

現 行 改 正 

道路法（ 

以 下 「 

法」とい 

う。）第 

３２条第 

１項第１ 

号に掲げ 

る工作物 

第１種電柱 １本１年 

につき 

４２０円 ４８０円 

第２種電柱 ６５０円 ７３０円 

第３種電柱 ８８０円 ９９０円 

第１種電話柱 ３８０円 ４３０円 

第２種電話柱 ６１０円 ６８０円 

第３種電話柱 ８３０円 ９４０円 

その他の柱類 ３８円 ４３円 

地下に設ける電線そ

の他の線類 

長さ１ｍ 

１年につ 

き 

２円 

 

３円 

 

路上に設ける変圧器 １個１年 

につき 

３７０円 ４２０円 

地下に設ける変圧器 占用面積 

１㎡１年 

につき 

２３０円 

 

２６０円 

 

変圧塔その他これに 

類するもの及び公衆 

電話所 

１個１年 

につき 

７６０円 ８５０円 

郵便差出箱及び信書 

便差出箱 

３２０円 ３６０円 

広告塔 表示面積 

１㎡１年 

につき 

９６０円 ８７０円 

 その他のもの 占用面積

１㎡１年 

７６０円 ８５０円 
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 につき   

法第３２ 

条第１項 

第２号に 

掲げる物 

件 

外径が０.０７ｍ未 

満のもの 

長さ１ｍ 

１年につ 

き 

１６円 １８円 

外径が０.０７ｍ以 

上０.１ｍ未満のも 

の 

２３円 ２６円 

外径が０.１ｍ以上 

０.１５ｍ未満のも 

の 

３４円 ３８円 

外径が０.１５ｍ以 

上０.２ｍ未満のも 

の 

４５円 ５１円 

外径が０.２ｍ以上 

０.３ｍ未満のもの 

６８円 ７７円 

外径が０.３ｍ以上 

０.４ｍ未満のもの 

９１円 １００円 

外径が０.４ｍ以上 

０.７ｍ未満のもの 

１６０円 １８０円 

外径が０.７ｍ以上 

１ｍ未満のもの 

２３０円 ２６０円 

外径が１ｍ以上のも 

の 

４５０円 ５１０円 

法第３２ 

条第１項 

第３号に 

掲げる施 

設 

その他のもの 占用面積 

１㎡１年 

につき 

７６０円 ８５０円 

法第３２条第１項第４号に掲げ 

る施設 

占用面積 

１㎡１年 

につき 

７６０円 ８５０円 

法第３２ 

条第１項 

第５号に 

掲げる施 

設 

地下街 

及び地 

下室 

階数が１の 

もの 

占用面積 

１㎡１年 

につき 

地価に０.０ 

０５を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

０４を乗じて 

得た額 

階数が２の 

もの 

地価に０.０ 

０８を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

０６を乗じて 

得た額 

階数が３以 

上のもの 

地価に０.０ 

１を乗じて得 

た額 

地価に０.０ 

０７を乗じて 

得た額 

上空に設ける通路 ４８０円 ４３０円 

地下に設ける通路 ２９０円 ２６０円 

その他のもの ７６０円 ８５０円 

法第３２ 祭礼、縁日その他の 占用面積 １０円 ９円 
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条第１項 

第６号に 

掲げる施 

設 

催しに際し、一時的 

に設けるもの 

１㎡１日 

につき 

  

その他のもの 占用面積 

１㎡１月 

につき 

９６円 ８７円 

道路法施 

行令（以 

下 「 政 

令」とい 

う。）第 

７条第１ 

号に掲げ 

る物件 

看板（ 

アーチ 

である 

ものを 

除 

く。） 

一時的に設 

けるもの 

表示面積 

１㎡１月 

につき 

９６円 ８７円 

その他のも 

の 

表示面積 

１㎡１年 

につき 

９６０円 ８７０円 

標識 １本１年 

につき 

６１０円 ６８０円 

旗ざお 祭礼、縁日 

その他の催 

しに際し、 

一時的に設 

けるもの 

１本１日 

につき 

１０円 ９円 

その他のも 

の 

１本１月 

につき 

９６円 ８７円 

幕（政 

令第７ 

条第４ 

号に掲 

げる工 

事用施 

設であ 

るもの 

を 除 

く。） 

祭礼、縁日 

その他の催 

しに際し、 

一時的に設 

けるもの 

その面積 

１㎡１日 

につき 

１０円 ９円 

その他のも 

の 

 

 

 

その面積 

１㎡１月 

につき 

９６円 ８７円 

アーチ 車道を横断 

するもの 

１基１月 

につき 

９６０円 ８７０円 

その他のも 

の 

４８０円 ４３０円 

政令第７条第２号に掲げる工作 

物 

占用面積 

１㎡１年 

につき 

７６０円 ８５０円 

政令第７条第３号に掲げる施設 地価に０.０ 

３３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

３１を乗じて 

得た額 

政令第７条第４号に掲げる工事 

用施設及び同条第５号に掲げる 

工事用材料 

占用面積 

１㎡１月

につき 

９６円 ８７円 

政令第７条第６号に掲げる仮設 ７６円 ８５円 
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建築物及び同条第７号に掲げる 

施設 

   

政令第７ 

条第８号 

に掲げる 

施設 

トンネルの上又は高 

架の道路の路面下（ 

当該路面下の地下を 

除く。）に設けるも 

の 

占用面積 

１㎡１年 

につき 

地価に０.０ 

１９を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

１４を乗じて 

得た額 

上空に設けるもの 地価に０.０ 

２３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

１７を乗じて 

得た額 

地下（ 

トンネ 

ルの上 

の地下 

を 除 

く。） 

に設け 

るもの 

階数が１の 

もの 

地価に０.０ 

０５を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

０４を乗じて 

得た額 

階数が２の 

もの 

地価に０.０ 

０８を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

０６を乗じて 

得た額 

階数が３以 

上のもの 

地価に０.０ 

１を乗じて得 

た額 

地価に０.０ 

０７を乗じて 

得た額 

その他のもの 地価に０.０ 

３３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

２５を乗じて 

得た額 

政令第７ 

条第９号 

に掲げる 

施設 

その他のもの 占用面積 

１㎡１年 

につき 

地価に０.０ 

１３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

１４を乗じて 

得た額 

政令第７ 

条第１０ 

号に掲げ 

る施設及 

び自動車 

駐車場 

建築物 占用面積 

１㎡１年 

につき 

地価に０.０ 

２３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

２２を乗じて 

得た額 

その他のもの 地価に０.０ 

１３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

１４を乗じて 

得た額 

政令第７ 

条第１１ 

号に掲げ 

る応急仮 

設建築物 

上空に設けるもの 占用面積 

１㎡１年 

につき 

地価に０.０ 

２３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

２２を乗じて 

得た額 

その他のもの 地価に０.０ 

３３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

３１を乗じて 

得た額 

政令第７条第１２号に掲げる器 

具 

占用面積 

１㎡１年 

につき 

地価に０.０ 

３３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

２５を乗じて 

得た額 

政令第７ 

条第１３ 

上空に設けるもの 占用面積 

１㎡１年 

地価に０.０ 

２３を乗じて 

地価に０.０ 

２２を乗じて 
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号に掲げ 

る施設 

 につき 得た額 得た額 

その他のもの 地価に０.０ 

３３を乗じて 

得た額 

地価に０.０ 

３１を乗じて 

得た額 

 (2) 新たに次の占用物件に係る道路占用料の額を定める。（別表関係） 

占 用 物 件 単 位 道路占用料 

法第３２ 

条第１項 

第３号に 

掲げる施 

設 

自動 

運行 

補助 

施設 

法第２条第２ 

項第５号に規 

定する自動運 

行装置による 

検知の対象と 

して設置する 

導線その他の 

線類 

地下に設ける 

もの 

 

 

長さ１ｍ 

１年につ 

き 

 

 

 

 

 

３円 

その他のもの ９円 

道路の構造又は交通の状況を 

表示する標示柱その他の柱類 

１本１年 

につき 

６８０円 

その他のもの 上空に設ける 

もの 

占用面積 

１㎡１年 

につき 

４３０円 

地下に設ける 

もの 

２６０円 

政令第７条第１４号に掲げる施設 占用面積 

１㎡１年 

につき 

地価に０.０ 

３１を乗じて 

得た額 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 

   施行日以後に占用等の許可を受け、又は占用の同意を得る占用物件に係る占

用料について適用する。 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第３９条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。－略

－ 

２ 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体

の条例（－略－）で定める。－略－ 
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議案第５９号 

 

   東広島市都市公園条例及び東広島市地域公園設置及び管理条例の一部 

   改正について 

 

                          （都市部都市整備課）  

 

１ 改正の理由 

  本市における道路占用料の額の改定に合わせて、都市公園及び東広島市地域公

園（以下これらを「公園」という。）の占用に係る使用料の額を改定しようとす

るものである。 

２ 改正の内容 

  公園を占用する場合の使用料の額を次のとおり改定する。（第１条、第２条関

係） 

種 別 区 分 単 位 
使 用 料 

現 行 改 正 

電柱その他これに類

するもの 

鉄筋コンクリ

ート柱、木柱

及び支線柱 

１本１年につき ６５０円 ７３０円 

その他 上空 １基１年につき ７６０円 ８５０円 

地上 １㎡１年につき ７６０円 ８５０円 

地下 １㎡１年につき ２３０円 ２６０円 

地下線類その他地下

に設ける線類 

 １ｍ１年につき ２円 ３円 

アーチ及び標識類 アーチ １基１月につき ４８０円 ４３０円 

その他の標識 １本１年につき ６１０円 ６８０円 

ガス管、水道管、下

水道管その他これら

に類するもの 

 １ｍ１年につき ２３０円 ２６０円 

公衆電話所  １個１年につき ７６０円 ８５０円 

郵便差出箱  １個１年につき ３２０円 ３６０円 

工事用詰所又は材料

置場その他これらに 

類するもの 

 １㎡１月につき ９６円 ８７円 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 



 

‐５５‐ 

   令和５年４月１日 

 (2) 経過措置 

   施行日以後に許可を受ける公園の占用に係る使用料について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第６０号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

（都市部建築指導課・開発指導課）  

 

１ 改正の理由 

  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部改正に合わせて、低炭

素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査及び建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定の申請に対する審査に係る手数料の区分を変更し、当該変更後の区

分に係る手数料の額を定め、並びに所要の規定の整備を行い、宅地造成等規制法

の一部改正により同法の題名が改正されたことに伴い、同法を引用している規定

について所要の規定の整備を行うとともに、建築基準法の一部改正に伴い、所要

の規定の整理を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

住宅部分に係る建築物の省エネルギーの性能について、計算によらずに当該性

能の適合の確認が可能となる基準（以下「誘導仕様基準」という。）が設けられ

たことにより、低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査及び建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査に係る手数料のうち、それ

ぞれに係る技術的審査適合証の提出があった場合以外の場合について、誘導仕様

基準を用いた評価方法に係る区分を設け、当該区分に係る手数料の額を次のとお

り定める。（別表第３関係） 

 (1) 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 

種 別 住 戸 数 金  額 

一戸建ての住宅  １９,０００円 

一戸建ての住宅以外の

建築物（住宅部分の住

戸部分に限る。） 

１戸のもの １９,０００円 

２戸以上５戸以下のもの ３５,０００円 

６戸以上１０戸以下のもの ５１,０００円 

１１戸以上２５戸以下のもの ７３,０００円 

２６戸以上５０戸以下のもの １１０,０００円 

５１戸以上１００戸以下のも

の 

１６７,０００円 

１０１戸以上２００戸以下の ２３８,０００円 
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 もの  

２０１戸以上３００戸以下の

もの 

３０８,０００円 

３０１戸以上のもの ３５０,０００円 

 (2) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

種 別 建物全体の床面積 金  額 

一戸建ての住宅 ２００㎡未満のもの １９,０００円 

２００㎡以上のもの ２０,０００円 

一戸建ての住宅以外の

住宅 

３００㎡未満のもの ３５,０００円 

３００㎡以上２,０００㎡未

満のもの 

６１,０００円 

２,０００㎡以上５,０００㎡

未満のもの 

１１０,０００円 

５,０００㎡以上のもの １６７,０００円 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

  ア 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査及び建築物エネルギー

消費性能向上計画の認定の申請に対する審査に係る手数料に関する規定等

 令和５年３月１日 

  イ 宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査及び変更許可の申請に対

する審査に係る手数料に関する規定 令和５年５月２６日 

  ウ その他の規定 令和５年４月１日 

(2) 経過措置 

   施行日以後にされる申請に係る手数料について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第６１号 

 

   東広島市立学校設置条例の一部改正について 

 

                   （教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 改正の要旨 

  東広島市立八本松中央幼稚園を廃止しようとするものである。 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第６２号 

 

令和４年度東広島市水道事業会計に係る積立金の目的外使用及び未処 

分利益剰余金の処分について 

 

（水道局業務課）  

１ 提案の理由 

広島県水道広域連合企業団への本市の水道事業の統合により、東広島市水道事

業を廃止することに合わせて、東広島市水道事業会計の内部留保資金の一部を一

般会計に繰り出すことを目的として、減債積立金、利益積立金及び建設改良積立

金をその目的以外の使途に使用し、並びに未処分利益剰余金を処分しようとする

ものである。 

２ 積立金の目的外使用の内容 

 (1) 次に掲げる積立金の区分に応じ、それぞれに定める額を取り崩す。 

  ア 減債積立金 ２億８,３５０万円 

  イ 利益積立金 ８,９９７万９,０９４円 

  ウ 建設改良積立金 ４１億５,３００万円 

 (2) (1)アからウまでに掲げる積立金から取り崩した４５億２,６４７万９,０９

４円を未処分利益剰余金に振り替える。 

３ 未処分利益剰余金の処分の内容 

  東広島市水道事業会計の未処分利益剰余金４８億円を一般会計に繰り出す。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方公営企業法 

第３２条  

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定

めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 
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地方公営企業法施行令 

第２４条  

２ 前項の規定により積み立てた積立金をその目的以外の使途に使用しようとする

場合においては、議会の議決を経なければならない。 
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議案第８７号 

 

   訴訟上の和解について 

 

                   （教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 提案の理由 

  広島地方裁判所において係争中の             学校指導死によ

る損害賠償等請求事件について、当該裁判所から和解勧告がなされたこと、早期

に本訴訟の解決を図ること等を勘案し、訴訟上の和解に応じようとするものであ

る。 

２ 事案に係る概要 

  平成２４年      に、            （以下「本件中学校」

という。）に在籍する男子生徒（以下「当該生徒」という。）が、下校中に  

               で自死するという事案（以下「本事案」とい

う。）が生起した。 

  本事案について、東広島市教育委員会（以下「市教委」という。）は、自死に

至った経緯及び背景を明らかにするとともに、再発防止に向けて提言を受けるこ

とを目的として、平成２４年１１月２７日施行の「生徒の死亡にかかる調査委員

会設置要綱」に基づく中立的な立場の専門家による「生徒の死亡にかかる調査委

員会」を設置し、平成２５年９月４日に調査報告書が市教委に提出された。 

  この調査報告書において当該生徒が死に至った背景・要因は、「様々な事情が

複雑に関係しており、その一部だけが決定的要因になったと特定することは困難

であると判断した。特に実際に指導に当たった個別の教員達における、自殺へと

至る寄与度の大小を細かく判定することはできなかった。しかしながら、全体と

して見ると、当日の一連の指導と自殺の発生との間には、他の目立った介在事情

は確認することができず、自殺の発生がこの一連の指導と関連性を有することは

明らかであると思われる。」として報告された。 

市教委はこの内容を真摯に受け止め、遺憾の意を表するとともに、再発防止策

を講じ、市内の全小中学校で命を大切にする教育に徹底して取り組むこととし
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た。 

  これに対し、平成２７年６月１１日、当該生徒の両親が、本事案は複数の教員

から相次いで指導されたことに因果関係があるものとして、本市に損害賠償を求

め、及び本事案は学校の管理下において生じたものとして、独立行政法人日本ス

ポーツ振興センターに災害共済給付金（死亡見舞金）の支払を求める訴訟を提起

した。 

  この度、広島地方裁判所において、口頭弁論等を経て、被告ら及び原告らに対

し、和解勧告がなされたものである。 

３ 和解条項 

(1) 被告東広島市は、原告らに対し、本件中学校における教員らの      

            に対する指導について、「恥をかかせるようなもの

があったこと」、「大声を出すなど威圧的なものがあったこと」、「厳しい別

の教員に伝えておくと告げるなど脅迫的なものがあったこと」、「机を蹴るな

ど暴力的なものがあったこと」、「部活動参加の懇願を聞き入れず、改めて話

を聞く機会を設けないなど、不安感を殊更に募らせるものがあったこと」、「

下校時間を過ぎていたのに、定められていた保護者への連絡をすることなく、

一人で帰路につかせるなど、フォローに欠けるものがあったこと」を認め、 

  が自死に追い詰められる結果となったことを真摯に受け止め、謝罪する。 

(2) 被告東広島市は、原告らに対し、和解金として合計１,０００万円（各５０

０万円）の支払義務のあることを認める。 

(3) 被告東広島市は、原告らに対し、前記(2)の各金員を令和 年 月 日限

り、振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、被告東広島市の負担

とする。 

(4) 被告らは、前記(3)の支払について、独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー法施行令３条３項の適用対象とならないことを相互に確認する。 

(5) 被告東広島市は、原告らに対し、   の救急救命時の対応において、伝達

を誤るなど、不手際があったことを認め、謝罪する。 

(6) 被告東広島市は、原告らに対し、   の自死に関して、事実関係が定かで

ないまま、   が「かぼちゃを隠すいたずらをした」、「嘘をついた」など

と報道される結果となったことを真摯に受け止め、謝罪する。 
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(7) 被告東広島市は、今後、教員らの指導により、児童・生徒が自死に追い詰め

られることがないよう、教員に対する研修を実施し、また、児童・生徒に対し

ても、他の児童・生徒が死を仄めかした場合や過度に落ち込んだ様子を見た場

合の適切な対応について学習する機会を提供することなどにより、児童・生徒

の自死の再発防止について、最大限努めること（ルーチン化させることなく、

不断の検証・見直しを行うこと）を確約する。 

(8) 被告東広島市は、前記(7)の研修に当たっては、当該生徒の自死があったこ

とを決して風化させることなく、「文部科学省『生徒指導提要』令和４年１２

月」１０５頁に示されている「不適切な指導と考えられ得る例」を題材として

用いることを確約する。 

(9) 被告センターは、原告らに対し、災害共済給付金（死亡見舞金）として既払

額（１,４００万円）を除き合計１,４００万円（各７００万円）の支払義務の

あることを認める。 

(10) 被告センターは、原告らに対し、前記(9)の各金員を令和 年 月 日限

り、振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、被告センターの負担

とする。 

(11) 被告らは、前記(10)の支払について、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法３１条の適用対象とならないことを相互に確認する。 

(12) 原告らは、その余の各請求をいずれも放棄する。 

(13) 原告ら及び被告らは、原告らと被告東広島市との間、また、原告らと被告

センターとの間には、本件に関し、本和解条項に定めるほかに何らの債権債務

のないことを相互に確認する。 

(14) 訴訟費用は、各自の負担とする。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 
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 (12) 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴え

  の提起（－略－）、和解（－略－）、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 


